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8月2日、国立京都国際会館で開催された比叡山宗教サミッ
ト10周年記念「世界宗教者平和の祈りの集い」の開会式典で

歓迎挨拶をする白幡理事長（関連記事2・3頁）

本曲教会日全財団法人
J14R4〈ノB（ノ001一〃SτF；石D5R47701V
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仏全1997年9月1日

　
入
月
二
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
っ
て
、
「
比
叡
山

宗
教
サ
ミ
ッ
ト
十
周
年
記
念
・
世
界
宗
教
者
平
和
の

祈
り
の
集
い
」
が
、
十
八
ヵ
国
三
十
四
人
の
海
外
代

表
を
含
め
、
約
二
千
四
百
人
の
宗
教
者
を
集
め
、
京

都
で
開
催
さ
れ
た
。

歓
迎
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
挨
拶
す
る
高
井
会
長

　
こ
の
集
い
は
、
仏
教
、
キ
り
ス
ト
教
、
神
道
、
新

宗
教
等
の
代
表
者
か
ら
構
成
さ
れ
た
日
本
宗
教
代
表

者
会
議
（
名
誉
議
長
n
渡
辺
恵
進
・
天
台
座
主
）

が
主
催
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
初
日
の
二
日
は
午
後
一
時
半
か
ら
、
開
会
式
典
、

記
念
講
演
、
特
別
演
奏
が
国
立
京
都
国
際
会
館
で
行

わ
れ
た
。
開
会
式
は
、
代
表
者
会
議
の
事
務
総
長
を

務
め
る
杉
谷
義
純
・
天
台
宗
宗
務
総
長
の
挨
拶
で
始

ま
り
、
本
会
の
白
幡
憲
佑
理
事
長
ら
が
歓
迎
挨
拶
、

ロ
ー
マ
教
皇
や
世
界
仏
教
徒
連
盟
会
長
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
披
露
さ
れ
、
小
杉
文
部
大
臣
ち
の
祝
辞
で
締
め

く
く
ら
れ
た
。

　
午
後
三
時
か
ら
の
記
念
講
演
で
は
、
最
初
に
国
連

事
務
次
長
の
明
石
康
氏
が
「
世
界
平
和
と
人
類
の
叡

智
」
を
テ
ー
マ
に
、
つ
づ
い
て
バ
チ
カ
ン
諸
宗
教
対

話
評
議
会
長
官
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ア
リ
ン
ゼ
枢
機
卿

が
、
「
宗
教
協
力
と
民
族
の
融
和
」
を
テ
ー
マ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
熱
の
こ
も
っ
た
口
調
で
、
世
界
平
和
に
及

ぼ
す
宗
教
者
の
役
割
が
、
如
何
に
大
き
い
か
を
、
訴

え
た
。

　
そ
の
後
、
作
曲
家
の
ツ
ト
ム
・
ヤ
マ
シ
タ
氏
に
よ

る
幻
想
的
な
電
子
打
楽
器
の
演
奏
が
行
わ
れ
、
午
後
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六
時
、
国
際
会
館
で
の
日
程
を
終
了
し
た
。

　
午
後
六
時
半
か
ら
、
会
場
を
宝
ヶ
池
プ
リ
ン
ス
ホ

テ
ル
へ
移
し
て
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
開
催
さ
れ
た
。

本
会
の
高
井
隆
秀
会
長
ら
が
歓
迎
挨
拶
を
行
っ
た
後
、

勇
壮
な
祇
園
太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
参
加
者
に
よ

る
和
や
か
な
懇
談
が
つ
づ
い
た
。

　
三
日
は
、
午
前
十
時
半
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
国

立
京
都
国
際
会
館
を
会
場
に
、
参
加
者
が
「
宗
教
協

力
と
世
界
平
和
」
部
会
と
、
「
二
十
一
世
紀
に
お
け

る
宗
教
の
役
割
」
部
会
に
分
か
れ
て
、
意
見
発
表
を

　　　全」≡7本仏教会
ホームページ鳳設のお知らぜ
　本会は7月1日より、インターネッ
ト上にホームページを開設しました。

　内容は本会の活動、加盟団体一覧、

今秋の本財団の創立四十周年記念事業
のお知らせ、宗教法人法の改定に伴う、

宗教法人の備え付け・提出書類の記入
上の注意、書式の簡単ダウンロードな
ど。アクセスをお待ちします。

http：／／www．　jtvan．　co．　jp／～jbf

行
っ
た
。

　
前
者
で
は
、
「
宗
教
の
平
和
活
動
と
民
族
紛
争
」
、

「
東
西
の
宗
教
対
話
と
相
互
理
解
」
、
「
宗
教
者
間
の

連
帯
と
人
類
に
果
た
す
べ
き
役
割
」
、
「
宗
教
対
話
の

歴
史
と
未
来
」
の
四
つ
の
テ
ー
マ
が
、
ま
た
後
者
で

は
、
「
若
者
や
無
信
仰
者
に
対
す
る
宗
教
者
の
使
命
」
、

「
人
権
問
題
と
宗
教
者
の
責
務
」
、
「
共
生
の
理
念
の

確
立
と
宗
教
」
、
「
宗
教
に
基
づ
く
社
会
貢
献
」
の
四

つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
約
三
十
人
の
出
席
者
か
ら
、

次
々
に
意
見
発
題
が
行
わ
れ
た
。

　
最
終
日
の
四
日
は
、
午
後
三
時
か
ら
比
叡
山
延
暦

寺
根
本
中
堂
前
広
場
で
、
平
和
の
祈
り
式
典
が
行
わ

れ
た
。

　
主
催
者
を
代
表
し
て
、
渡
辺
名
誉
議
長
が
挨
拶
を

行
っ
た
後
、
約
一
時
間
に
わ
た
っ
て
、
仏
教
、
キ
リ

ス
ト
教
、
神
道
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
シ
ー
ク
教
等
の
宗

了

教
代
表
者
に
よ
る
、
平
和
の
祈
り
が
つ
づ
い
た
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
「
平
和
の
た
め
に
祈
る
こ
と
は
、

平
和
の
た
め
に
働
く
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
「
比
叡

山
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
採
択
し
て
、
全
て
の
日
程
を
終

了
し
た
。

一＝
i（?
嵂
ｱ
《
局
侭
録
募
多
ミ

　
　
　
1
八
月
一

二
～
四
日
　
世
界
宗
教
者
平
和
の
祈
り
出
席

　
　
八
日
　
局
内
会
議

二
十
一
日
　
法
律
相
談
室

　
　
　
　
局
内
会
議

野
澤
密
厳
師

入
月
六
日
、
六
十
一
歳
で
遷
化

信
貴
山
真
言
宗
管
長

　
東
洋
大
学
で
は
、
現
在
、
創
立
者
で
あ
る
井
上
円

了
博
士
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
て
い
る
。
同
大
学

は
一
八
入
七
（
明
治
二
〇
）
年
、
「
哲
学
館
」
と
し

て
創
設
さ
れ
た
が
、
以
後
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、

多
数
の
寺
院
子
弟
が
学
び
、
卒
業
生
の
中
か
ち
、
各

宗
派
の
役
職
者
等
も
数
多
く
輩
出
し
て
い
る
。

　
井
上
円
了
博
士
に
関
係
し
た
書
・
書
簡
・
写
真
・

本
・
講
義
ノ
ー
ト
等
、
埋
も
れ
て
い
る
資
料
が
あ
れ

ば
、
ぜ
ひ
、
左
記
へ
ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

　
東
京
都
文
京
区
白
山
五
一
二
入
－
二
〇

　
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
資
料
室

　
　
　
　
　
　
容
　
〇
三
一
三
九
四
五
－
七
六
ご
コ

　
　
　
　
F
A
X
　
O
三
－
三
九
四
五
－
七
六
〇
一

一3一

，　謬　　　鉱一一　　　’　一　　F　‘KN一



4’

V

層
一
伊

3
　
　
」

．
参
h
　
．

‘
ロ
，

馬
．
　
p

　：λ・『い逼さ　縞’一

　▼P‘　　・健マ　　　　　一楓　　　；　亨｝τΨ2鑑』

話’

仏全1997年9月1日

日
蓮
聖
人
の
業
論
（
読
法
論
）

日
蓮
宗
人
権
対
策
室
顧
問

　
第
三
十
三
回
「
業
・
施
陀
羅
問
題
」
に
関
す
る
研

究
会
が
、
去
る
六
月
十
八
日
午
後
一
時
半
か
ら
、
真

言
宗
智
山
派
宗
務
庁
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。

　
日
蓮
宗
人
権
対
策
室
顧
問
河
野
智
亡
師
が
「
日
蓮

聖
人
の
業
論
（
諺
法
論
）
」
の
テ
ー
マ
で
、
要
旨
次

の
よ
う
な
発
表
を
行
っ
た
。

　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※

　
聖
人
に
と
っ
て
諦
法
と
は

　
日
蓮
聖
人
の
宿
業
論
は
諺
法
高
で
あ
る
。
諺
法
と

は
一
般
に
は
法
を
諺
る
こ
と
で
、
詳
し
く
は
「
誹
誘

正
法
」
と
い
う
。
諺
法
は
仏
教
で
は
一
貫
し
て
強
く

誠
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
仏
教
に
説
か
れ
て
い

る
こ
と
を
非
難
し
、
弘
教
者
に
圧
迫
を
加
え
る
こ
と

と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
諺
法
と
い
う
語
は
、
日
蓮

聖
人
が
初
め
て
用
い
た
も
の
で
は
な
く
、
諸
大
乗
経

典
に
見
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
法
然
・
旗
門
・
道
元
等

の
諸
宗
祖
も
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
だ
が
、
聖
人

河
野

智
彰

に
お
い
て
は
、
こ
の
諺
法
と
い
う
語
は
格
別
の
意
味

を
も
つ
。

　
聖
人
は
法
華
一
乗
の
義
に
よ
っ
て
、
仏
教
を
体
系

的
に
整
理
し
、
法
華
経
の
み
が
釈
尊
の
漏
壷
で
あ
り
、

随
自
意
の
教
法
で
あ
る
と
の
信
念
か
ら
、
こ
の
法
華

経
を
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
、
意
識
的
に
も
無
意
識

的
に
も
、
非
難
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
行
為
が
諺

法
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
諺
法
は
、
釈
尊

の
大
慈
悲
に
よ
っ
て
さ
し
の
べ
ら
れ
た
一
大
事
の
因

縁
の
結
縁
を
無
視
し
、
遮
断
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
反
社
会
的
行
為
に
よ
る
罪
よ
り
も
も
っ
と
根

源
的
な
罪
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
諺
法
は
、
た
だ
個
人
の
問
題
で
あ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
誘
法
の
者
が
住
む
国
土
も
ま
た

誘
法
の
国
土
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
国
土
の
諺

法
を
如
何
に
し
て
救
済
す
る
か
を
問
題
と
さ
れ
た
。

聖
人
は
『
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
』
（
定
型
一
五
五
三

～
四
頁
）
の
中
で
、
諺
法
は
そ
れ
が
大
な
る
仏
法
上

の
失
で
あ
る
と
気
付
か
ぬ
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か

犯
す
も
の
で
、
誤
っ
た
仏
教
の
学
習
を
す
る
と
誘
法

罪
を
犯
し
て
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
結
果
と
な
る
。
従

っ
て
正
し
い
仏
教
の
指
導
者
、
善
知
識
に
つ
い
て
学

ば
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
警
告
さ
れ
て
い
る
。

　
誇
法
の
呵
責
と
値
難

　
本
師
釈
尊
が
法
華
経
に
説
か
れ
た
教
意
に
随
順
し

な
い
図
法
の
人
々
に
対
し
て
、
そ
の
罪
の
重
大
さ
を

教
え
、
改
め
て
法
華
経
の
信
仰
に
入
る
よ
う
に
説
得

指
導
す
る
布
教
法
が
諺
法
呵
責
で
あ
る
。

　
日
蓮
聖
人
に
よ
れ
ば
、
守
護
の
善
神
は
法
華
経
の

法
味
を
嘗
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
国
を
捨
て
去

っ
た
た
め
に
、
国
土
は
天
変
地
異
飢
饅
疫
病
等
の
災

害
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
れ
は

主
と
し
て
法
然
上
人
の
念
仏
興
行
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
る
と
、
諸
経
の
文
を
ひ
い
て
論
証
し
、
災
害
の

終
息
を
ね
が
う
な
ら
ば
、
民
衆
も
政
治
権
力
者
も
、

そ
の
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
法
華
経
に
帰
依
す
べ
き

で
あ
る
と
忠
告
す
る
。
『
立
正
安
国
論
』
で
は
、
「
諺

法
の
人
を
禁
じ
て
正
道
の
侶
を
重
ん
ぜ
ば
国
益
安
穏

に
し
て
天
下
泰
平
な
ら
ん
」
（
定
遺
二
二
〇
頁
）
「
早

く
天
下
の
塞
翁
を
思
わ
ば
須
く
国
譲
の
誘
法
を
断
つ

べ
し
」
（
定
遺
二
二
三
頁
）
と
政
治
権
力
者
に
誘
法

禁
断
を
求
め
て
い
る
。
諺
法
は
何
と
し
て
で
も
呵
責

折
伏
し
、
改
め
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
仏
教
上
の
基
本
問

題
で
あ
り
、
そ
の
克
服
は
梅
子
釈
尊
の
弟
子
と
し
て

一4一
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河野　智彰師

の
使
命
で
あ
っ
た
。

　
日
蓮
聖
人
の
罪
業
観

　
日
蓮
聖
人
の
一
生
は
「
命
は
法
華
経
に
た
て
ま
つ

る
」
（
『
開
目
遣
』
定
遺
五
八
九
頁
）
「
さ
い
わ
ひ
な

る
か
な
、
法
華
経
の
た
め
に
身
を
捨
て
ん
事
よ
」

（『

寛
甯
苣
U
舞
御
書
』
定
遺
九
六
三
頁
）
と
覚
悟

を
決
め
て
釈
尊
の
教
意
に
全
面
的
に
随
順
す
る
生
涯

で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
起
こ
る
流
罪
死
罪
の
法
難
に

当
た
っ
て
、
弟
子
檀
越
の
中
か
ら
も
、
ま
た
聖
人
自

身
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
大
き
な
疑
問
が
生
じ
て
き

た
。
法
華
経
の
行
者
に
は
「
現
世
安
穏
」
（
薬
草
喩

品
）
が
保
証
さ
れ
、
値
難
に
当
た
っ
て
は
「
則
ち
変

化
の
人
を
遣
わ
し
て
之
が
為
に
衛
護
と
作
さ
ん
」

（
法
師
品
）
と
諸
天
の
守
護
が
約
束
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
さ
だ
か
な
守
護
の
現
証
が

現
れ
な
い
の
は
何
故
か
。
自
分
は
本
当
の
法
華
経
の

一
F
7

行
者
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。
改

め
て
経
文
を
よ
く
尋
ね
て
み
る
と
、
自
分
自
身
に
そ

の
原
因
と
な
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た
。
法
華
経
の
常

不
言
菩
薩
品
に
は
、
こ
の
菩
薩
が
四
品
の
人
々
を
学

行
礼
拝
し
て
、
し
か
も
そ
の
故
に
杖
木
瓦
石
の
難
を

蒙
っ
た
の
は
、
こ
の
菩
薩
の
過
去
の
商
法
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
不
意
菩
薩
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
．
自
分
も
現
在
の
苦
難
を
甘
受
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
諺
御
講
を
消
滅
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
日
蓮
は
法
華
経
の
明

鏡
を
も
て
自
身
に
引
き
向
へ
た
る
に
、
都
て
く
も
り

な
し
。
過
去
の
諺
法
の
我
身
に
あ
る
事
疑
ひ
な
し
。

此
罪
を
今
生
に
消
さ
ず
ば
、
未
来
に
争
て
か
地
獄
の

苦
を
ば
免
る
べ
き
」
（
『
呵
責
誘
法
滅
罪
紗
』
定
遺
音

入
○
～
一
頁
）
と
、
明
ら
か
に
自
身
の
過
去
の
諺
寸

評
を
宿
業
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
罪
を
今
生
の
値
難
に
よ
っ
て
清
め
、
消
滅
し
よ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。

請
法
罪
の
克
服

　
更
に
、
聖
人
は
脚
部
の
罪
か
ら
罵
れ
る
た
め
に
は
、

個
人
の
身
の
諺
法
、
家
庭
（
家
門
）
の
誘
法
、
国
の

諺
法
の
三
つ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
呵
責
を
行
わ
ね

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
特
に
国
主
の
諺
法
を
諌
堕

す
る
に
は
、
死
罪
・
流
罪
を
覚
悟
し
て
行
わ
ね
ば
な

ち
ぬ
と
い
わ
れ
る
。
ま
さ
に
命
が
け
の
宗
教
実
践
で

あ
り
、
そ
れ
で
な
く
て
は
本
当
の
諺
法
呵
責
は
完
成

し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
古
来
こ
の
、
際
際
、
離
家
、
諺
国
の
三
は
「
襲
撃

離
諺
」
と
呼
ば
れ
、
弘
教
実
践
上
の
課
題
と
さ
れ
て

い
る
。

　
つ
ぎ
に
国
法
に
つ
い
て
「
与
同
罪
」
の
問
題
が
あ

る
。
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
（
定
遺
三
二
一
頁
）

に
よ
れ
ば
、
法
華
経
の
信
心
が
深
く
、
多
く
の
善
根

を
積
み
、
一
念
三
千
の
観
法
を
会
得
し
た
人
で
あ
っ

て
も
、
法
華
経
の
か
た
き
を
責
め
、
折
伏
し
な
け
れ

ば
成
仏
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
『
秋

元
御
書
』
（
定
器
一
七
三
五
頁
）
に
は
、
誘
法
の
実

態
を
見
た
な
ち
ば
、
こ
れ
を
呵
責
す
る
こ
と
は
、
与

同
罪
の
責
を
免
れ
る
た
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
知
恩
、

報
恩
の
た
め
に
国
主
な
ら
び
に
す
べ
て
の
人
に
州
法

罪
が
重
大
な
罪
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
の
だ
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
聖
人
は
法
華
経
の
信
仰

者
は
信
仰
の
実
践
に
お
い
て
、
自
分
は
孤
立
的
な
も

の
で
は
な
く
、
家
庭
、
社
会
、
国
家
、
人
類
と
つ
な

が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
三
下
離
諺
の
問

題
と
与
同
罪
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

法
律
相
談
室

　
長
谷
川
正
浩
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

を
毎
月
第
二
、
第
四
木
曜
日
の
午
後
開
催
し
て

お
り
ま
す
。
本
会
事
務
総
局
（
〇
三
一
三
四
三

七
i
九
二
七
五
）
へ
事
前
予
約
の
上
お
い
で
下

さ
い
。

一5一
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長
谷
川

（上）正
浩

　
改
定
さ
れ
た
宗
教
法
人
法
は
、
全
て
の
宗
教
法
人
に
対
し
、
備
え
付
け
書
類
の
提

出
．
閲
覧
と
い
う
新
た
な
義
務
を
課
し
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
会
顧

問
弁
護
士
の
長
谷
川
正
浩
師
が
、
去
る
五
月
二
九
日
、
京
都
で
開
催
さ
れ
た
、
平
成

九
年
度
都
道
府
県
仏
教
会
代
表
者
会
議
で
講
演
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
に
も
わ
か
り
や

す
い
内
容
で
す
の
で
、
要
旨
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
全
日
本
仏
教
会
で
は
、

ご
関
係
者
の
負
担
が
少
し
で
も
軽
く
な
る
よ
う
、
備
え
付
け
書
類
の
書
式
参
考
書
を

作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
、
誰
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
出
来
る
よ
う
に

し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
・
社
会
部
）

　
宗
教
法
人
法
の
改
定
後
、

を
お
話
し
し
ま
す
。

実
務
上
問
題
と
な
る
点長谷川正浩弁護士

　
宗
教
法
人
が
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
書
類
は
九
種
類
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
寺
院
規

則
及
び
認
証
書
は
、
改
定
に
関
係
な
く
備
え
付
け
て

お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
寺
院
規
則
が

お
寺
に
な
い
場
合
は
、
都
道
府
県
庁
、
も
し
く
は
文

部
省
に
謄
本
の
請
求
を
し
ま
す
と
、
す
ぐ
に
出
し
て

く
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
備
え
付
け
る
よ
う
に
し
て
下

さ
い
。

　
役
員
名
簿
は
、
任
期
が
は
っ
き
り
わ
か
る
よ
う
な

形
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。
書
き
方
は
縦
書
き
で
も
横

書
き
で
も
よ
く
、
別
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
財
産
目
録
で
す
が
、
今
回
の
改
定
に
関
係
な
く
、

必
ず
年
度
末
の
財
産
目
録
を
備
え
付
け
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
備
え
つ
け
て
い
な
い
お
寺
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

あ
り
ま
し
て
も
昭
和
二
十
六
、
七
年
頃
の
宗
教
法
人

法
施
行
の
時
つ
ま
り
、
宗
教
法
人
に
な
っ
た
時
に
、

所
轄
庁
に
届
け
出
た
財
産
目
録
の
写
し
が
あ
る
と
い

う
お
寺
が
ほ
と
ん
ど
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
税
理

士
さ
ん
を
頼
ん
で
法
人
税
の
申
告
を
し
て
い
る
お
寺

で
も
、
財
産
目
録
は
改
め
て
依
頼
し
な
い
と
、
普
通

は
作
っ
て
く
れ
な
い
書
類
で
す
。

　
こ
れ
を
、
ほ
と
ん
ど
の
お
寺
は
三
月
が
決
算
期
な

の
で
、
来
年
三
月
末
日
現
在
の
財
産
目
録
を
、
来
年

七
月
末
日
ま
で
に
届
け
出
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で

す
。　
そ
の
場
合
、
財
産
は
特
別
財
産
、
基
本
財
産
、
普

通
財
産
の
三
つ
に
分
け
ま
す
。
も
う
｝
方
に
負
債
も

あ
り
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
負
債
も
財
産
の
う
ち
で
す

か
ら
、
借
入
金
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
載
せ
て
い
た

だ
く
わ
け
で
す
。

　
特
に
、
宝
物
・
仏
像
と
い
う
も
の
は
金
額
の
評
価

が
で
き
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、
評
価
し
な
く
て
も

結
構
で
す
。
あ
る
い
は
一
体
に
つ
い
て
一
万
円
と
か

一
円
と
か
、
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
備
忘
価

格
を
つ
け
ま
す
。
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次
に
基
本
財
産
、
普
通
財
産
の
分
け
方
で
す
が
、

そ
の
基
本
は
寺
院
規
則
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
共
通

し
た
原
則
は
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
と
、
た
だ
ち

に
宗
教
活
動
に
影
響
を
受
け
る
も
の
を
基
本
財
産
に

入
れ
ま
す
。

　
で
す
か
ら
境
内
地
、
境
内
建
物
、
墓
地
と
い
う
も

の
は
手
放
し
て
し
ま
う
と
、
直
ち
に
宗
教
活
動
に
影

響
が
あ
る
の
で
、
基
本
財
産
に
い
れ
ま
す
。
と
こ
ろ

が
他
人
に
貸
し
て
あ
る
土
地
と
か
、
借
家
と
か
は
手

放
し
て
も
す
ぐ
に
宗
教
活
動
に
影
響
が
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
普
通
財
産
の
方
に
置
い
て
お

い
て
も
結
構
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
財
産
の
方
に

移
し
か
え
て
お
い
て
も
よ
い
の
で
す
け
れ
ど
、
基
本

的
な
考
え
方
は
そ
う
い
う
原
則
に
よ
っ
て
分
け
る
わ

け
で
す
。

　
そ
の
他
に
、
有
価
証
券
と
か
、
定
期
預
金
と
か
、

国
債
と
い
う
も
の
も
、
こ
れ
は
基
本
財
産
と
し
て
積

み
立
て
て
お
く
、
た
と
え
ば
墓
地
の
永
代
使
用
料
と

か
永
代
供
養
料
と
い
う
こ
と
で
、
懇
志
を
受
け
た
も

の
、
永
代
に
わ
た
っ
て
積
み
立
て
て
お
い
て
、
そ
の

利
息
で
永
代
供
養
を
す
る
と
い
っ
た
、
そ
う
い
う
よ

う
に
責
任
役
員
会
で
決
議
さ
れ
た
も
の
が
、
基
本
財

産
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
あ
と
什
器
・
備
品
と
い
う
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
全
て
の
什
器
備
品
を
あ
げ
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
寺
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
の
原

則
を
立
て
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
十
万
円
以
上
の
も

の
だ
と
か
、
経
済
的
価
値
が
低
く
て
も
、
宗
教
的
価

値
が
高
い
よ
う
な
も
の
を
、
の
せ
て
お
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
二
十
万
円
を
超
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
境
に

し
ま
す
と
、
そ
の
什
器
・
備
品
が
収
益
事
業
に
も
使

わ
れ
る
場
合
に
は
、
法
人
税
の
減
価
償
却
を
す
る
か

し
な
い
か
と
い
う
基
準
が
二
十
万
円
を
超
え
る
か
超

え
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
そ
こ
を
基
準
に

し
て
お
い
て
い
た
だ
く
と
、
将
来
、
収
益
事
業
を
や

る
場
合
に
は
便
利
で
あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
三
十
万
円
で
住
職
専
用
の
机
と
椅
子
を

買
い
、
そ
こ
で
収
益
事
業
の
駐
車
場
の
計
算
も
や
る

し
、
法
務
も
行
う
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
収
益

事
業
の
方
に
は
、
減
価
償
却
を
し
た
金
額
の
収
入
あ

ん
分
を
損
金
算
入
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
し

た
金
額
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
で

き
て
便
利
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
財
産
目
録
は
、
い
き
な
り
記
入
し
よ
う
と
し
て
も

う
ま
く
い
か
な
い
の
で
、
本
当
は
土
地
台
帳
と
か
建

物
台
帳
と
か
あ
る
い
は
有
価
証
券
台
帳
、
国
債
の
台

帳
、
あ
る
い
は
什
器
・
備
品
台
帳
、
乗
用
車
の
台
帳

と
か
、
図
書
台
帳
と
い
う
よ
う
な
台
帳
に
詳
し
く
整

理
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
合
計
額
を
こ
こ
に
、

財
産
目
録
と
し
て
載
せ
る
よ
う
に
す
る
と
、
簡
単
に

作
れ
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
土
地
台
帳
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
備

え
付
け
て
お
く
義
務
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
後
に
申
し

あ
げ
ま
す
が
、
檀
信
徒
に
対
し
て
閲
覧
さ
せ
る
義
務

も
あ
り
ま
せ
ん
。
閲
覧
さ
せ
る
の
は
、
財
産
目
録
の

結
論
の
部
分
だ
け
で
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
次
に
備
え
付
け
る
も
の
と
致
し
ま
し
て
、

今
回
の
改
定
で
収
支
計
算
書
が
加
わ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
原
則
と
し
て
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
し

て
備
え
付
け
て
お
い
て
、
檀
信
徒
に
見
せ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
例
外
が
あ
り
ま
し
て
、
収
益
事
業
を
行

っ
て
い
な
い
宗
教
法
人
で
、
年
収
が
八
千
万
円
を
超

え
な
い
お
寺
は
、
当
分
の
間
作
る
必
要
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
収
益
事
業
も
や
っ

て
い
な
く
て
、
年
収
が
入
千
万
円
を
超
え
な
い
宗
教

法
人
は
、
零
細
な
た
め
に
、
収
支
計
算
書
を
作
る
能

力
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
の
だ
と
、
国

会
で
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
非
常
に
批
判

の
あ
る
所
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
年
収
入
千
万
円
以
下

が
零
細
な
お
寺
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
常
識
に
反
す

る
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
を
、
承
知
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
年
収
が
入
千
万
以
下
で
あ
り
ま
し
て
も
、
収

益
事
業
を
や
っ
て
お
り
ま
す
と
、
ど
ん
な
に
規
模
が

小
さ
い
お
寺
で
も
収
支
計
算
書
は
作
ら
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
事
実
上
は
収
益
事
業
を
や
っ
て

い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
所
が
、
こ
の
収
支
計
算
書

を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ど
う
か
の
規
準
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）
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仏
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記
念
大
会

第
一
部
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
」
物
故
者
追
悼
法
要

法会日
話場時

第
二
部
「
被
災
者
支
援
清
興
」

出
演

　
ま
た
同
日
同
所
で
、

を
テ
ー
マ
に
し
た
、

十
月
十
六
日
（
木
）
午
後
一
時
よ
り

兵
庫
県
立
文
化
体
育
館
（
神
戸
市
長
田
区
）

浄
土
宗
宗
務
総
長
　
成
田
有
恒
師

　
　
　
　
　
　
　
（
作
家
　
寺
内
大
吉
氏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
）

三
遊
亭
軍
歌
師
匠
・
柳
屋
と
し
松
師
匠
・
三

遊
亭
小
円
歌
師
匠

　
　
　
　
　
　
「
仏
教
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

　
　
　
　
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
行
わ
れ
ま
す
。

被
災
地
支
援
バ
ザ
ー
物
品
提
供
募
集

　
十
月
十
六
日
に
向
け
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
被
災
者

支
援
バ
ザ
ー
を
被
災
者
仮
設
住
宅
地
等
で
行
い
ま
す
。

　
ご
提
供
下
さ
る
支
援
物
資
は
未
使
用
・
新
品
を
。

送
付
の
場
合
「
全
日
仏
」
と
明
記
下
さ
い
。
発
送
料

は
提
供
者
ご
負
担
で
お
願
い
し
ま
す
。
バ
ザ
ー
提
供

物
品
送
り
先
は
以
下
の
通
り
で
す
。
ご
協
力
下
さ
い
。

◎
生
活
雑
貨
（
九
月
十
五
日
よ
り
受
付
開
始
）

〒
六
五
三
　
神
戸
市
長
田
区
御
蔵
通
五
－
五

阪
神
・
淡
路
大
震
災
「
仮
設
」
支
援
N
G
O
連
絡
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
担
当
：
村
井
）

　
　
電
　
話
　
〇
七
八
－
五
七
入
－
六
九
二
一

　
　
　
F
A
X
　
O
七
八
一
五
七
入
－
六
九
二
三

　
生
活
雑
貨
（
タ
オ
ル
・
シ
ー
ツ
・
石
鹸
・
陶
器
類
な

ど
）
を
受
付
。
果
物
、
根
菜
類
（
イ
モ
類
・
タ
マ
ネ
ギ

等
）
は
十
月
入
日
以
降
に
。
生
も
の
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

◎
衣
類
（
随
時
受
付
中
）

　
〒
三
八
七
　
長
野
県
更
埴
市
稲
荷
山
九
〇
五

「
S
u
P
P
o
r
t
　
K
O
B
E
」
（
担
当
：
宮
坂
）

　
　
　
電
　
話
　
〇
二
六
－
二
七
二
一
三
五
二
〇

　
　
　
F
A
X
　
O
二
六
－
二
二
入
－
七
六
六
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
午
前
十
時
～
午
後
六
時
）

5

阪
神
・
露
大
典
葵
斐
磐
叢
㎜
論
証
九
月
二
＋
＝
一
日
㈹
三
＋
九
日
骨
　
螺

御
成
門
駅
●
　
●

柵

浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
大
殿
地
下
「
三
献
ホ
ー
ル
」
で
開
催
　
大
震
災
被
災
地
の
現
状
と
釈
尊
生
誕
地
ネ
パ
ー
ル
ル
ン
ビ
ニ
i
園
復
興
事
業
パ
ネ
ル
展
を
同
時
開
催
。
各
宗
派
管
長
・
高
僧
・
著
名
人
の
作
品
を
展
示
販
売
し
、
協
賛
金
は
被
災
地
支
援
活
動
資
金
に
充
て
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
入
場
無
料
。

洲
棘

．
珈
ル
鯨
荷
甥
欝
．

●
㎝

●
芝
ゴ
ル
フ
場

．
●
胴
　
蹴
　
職

●
芝
公
自

鷲
郎
寓
速
2
号
線

一8一

一
九
九
七
年
九
月
一
日
発
行

　
　
九
月
号
第
四
三
一
号

発
行
人
　
荒
　
川
　
正
　
憲
　
　
発
行
所
　
財
団
法
人
　
　
全

日

本
　
仏
　
教
　
会

〒
一
〇
五

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
一
四

電
話
〇
三
（
三
四
三
七
）
九
二
七
五

型　蟄


